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令和３年度第１回庁議提案  審議・報告・その他 

                     提 出 日：令和３年４月１３日 

                     担当部・課：復興政策部地域振興課〔内線４２４６〕 

①件  名  

 石巻市地域おこし協力隊制度の見直しについて  

②施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

  地域振興及び地域活性化に資する市外の人材を積極的に受け入れながら、定住・定着を図るため、

本市においては、平成２９年度から国の制度を活用した「石巻市地域おこし協力隊」を設置してお

り、これまで６名の方に委嘱し、受入事業者の協力のもとで活動されているが、そのうち３名の方

が退任し、市内での就労や定住に繫がっている。 

現行制度においては、隊員の転出元地域要件を３大都市圏及び政令指定都市在住の方に限定して

いるが、今般、退任者の補充を行うに当たり募集を行ったところ、対象外地域の方からの問合せが

複数寄せられている。 

また、既に活動している隊員及び受入事業者から活動に要する経費の増額を要望されている。 

 

【目的】 

  隊員の転出元地域要件が限定されており希望者が集まりづらい状況となっていることから、地域

要件を拡充し、広く全国から募集を行うことで応募者の増加を図るもの。 

併せて、活動費補助金を増額し、隊員の待遇改善を図るもの。 

③根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

地域おこし協力隊推進要綱（平成２１年３月３１日付け総行応第３８号） 

石巻市地域おこし協力隊設置要綱（平成２９年３月３１日告示第１４８号） 

石巻市地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱（平成２９年３月３１日告示第１４９号） 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

【〔個別計画との整合性〕】  

  石巻市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

  基本目標３ 絆と協働の共鳴社会をつくる 

  （イ）地方移住・地元定着の推進 

④提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成２９年４月  石巻市地域おこし協力隊設置要綱及び石巻市地域おこし協力隊活動費補助金交付

要綱の制定 

平成３１年４月  隊員の転出地の条件緩和 

令和 ２年４月  会計年度任用職員制度の導入（隊員の活動に要する経費に係る段階的な特別交付

税措置の上限額の引上げ） 

⑤主な内容 

総務省が定める地域おこし協力隊推進要綱に基づき、本市の地域おこし協力隊設置要綱及び地域お

こし協力隊活動費補助金交付要綱について見直しを行うもの。 

 

１ 石巻市地域おこし協力隊設置要綱に掲げる隊員の要件を以下のとおり拡充する。 

 〇隊員の転出元地域要件 

現行  総務省が公表する特別交付税措置に係る地域要件確認表において条件不利地域を除く三

大都市圏内の都市地域又は政令指定都市 

改正  総務省が公表する特別交付税措置に係る地域要件確認表において本市へ転入した場合に

特別交付税措置の対象となる区域※ 
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※本市へ転入した場合に特別交付税措置の対象となる区域 
        
転入       転出 
       
石巻市 
３大都市圏外 
一部条件不利地域 

３大都市圏内 
（首都圏、中京圏、近畿圏） 

政令指定都市 
３大都市圏外 

都市地域 
条件不利区域以外 

条件不利区域 
都市地域 

条件不利区域以外 
条件不利区域 

市内全域 ○ × × × 

条件不利区域 
（河北・北上・雄勝・牡鹿） 

○ × ○ × 

↑現行制度の範囲      ↑今回追加する範囲 

条件不利区域・・・過疎地域とみなされる区域、山村振興、離島振興対策実施地域又は半島振興対策 

実施地域。 

 

２ これまでの実績を勘案し、隊員の活動の充実を図るため、石巻市地域おこし協力隊活動費補助金

交付要綱に掲げる交付限度額を地方財政措置の範囲内で拡充する。 

  隊員の活動に要する経費 

   現行  隊員１人につき年間１１０万円 

   改正  隊員１人につき年間１２０万円 

     

⑥実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

 要件等（転出地の要件拡充、活動経費の上限額引き上げ）を見直すことにより、隊員希望者の増加

が見込まれ、移住・定着の促進が図られる。 

【市の財政の負担】 

・活動費補助１００千円／人×６名（隊員募集枠）＝６００千円の増（一般会計 ※特別交付税措置） 

⑦他の自治体の政策との比較検討 

・県内２２市町村で地域おこし協力隊を導入しており、同様の見直しを行っている。 

⑧今後の予定及び施行予定年月日 

令和３年４月 石巻市地域おこし協力隊設置要綱及び石巻市地域おこし協力隊活動費補助金交付 

要綱の改正（公布の日から施行し、令和３年４月１日から適用させる） 

⑨その他 

 

 


